
1.高額療養費制度の概要

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限を超えて

支払った額を払い戻す制度で、個人や世帯の所得に応じて上限額は区分されている。

2.制度改正の概要

平成30年8月より国民健康保険法施行令の改正にもとづく、70歳以上の方の高額

療養費の自己負担限度額を変更する。

高額療養費の制度見直しについて

3.制度改正の目的

能力に応じた負担を求めることにより、世代間の公平を図る。

4.主な変更内容

①70歳以上被保険者の自己負担限度額見直しについて(平成30年8月1日̃)

①現役並み所得者の区分を3区分に細分化するとともに、70 歳以上の外来q固人)

の限度額を撤廃する。
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②各チ薪忍定証等の様式変更について(平成30年7月2日以降発行分から順次変更)

①限度額適用認越正(様式第一号の八)

②限度額・標準負担額減額認越正(様式第一号の九)

③特定疾病療養受療証(様式第一号の七)

0保険者の都道府県化に伴うもの。

0タイトノレの冒頭に「東京都」を付加。

0区市町村を「保険者」から「交付者」へ変更。

別紙『国民健康保険にご加入のみなさまへ』のとおり

5.申請方法

従来どおり、該当世帯主あてに申請書を送付し、申請してもらう。

6.周知の方法

区広報、ホームページの他、区内医療機関等にポスター配付する。
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平成30年8月から70歳以上の高額療養費の上限額が変わのます
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超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて

決まっています。

⇔平成30年8月から70 以上の上限額月ごと)が上の表のように変わります。

あわせて「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますので、ご留意
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ご注意ください!!※年収は年金収入のみの方の金額

平成30年8月以降、ひとつの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は

国保・給付係の窓口にて、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

※「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払い額が高額になる場合があります。

(ただし、その場合でも、上限額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。)

品川区健康推進部国保医療年金課,、合付係 30.06.18現在)
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